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箕面粟生第二住宅管理組合の第３６回通常総会が、５月２９日(日)午前１０時から

正午すぎまで、新築完工したばかりの第二住宅集会所で開催されました。 

 この日あいにくの雨にもかかわらず、出席者数は１０３名を数え、委任状提出者は 

８８２名、合計９８５名で、議決権数１，１８０名(うち組合員総数１，１１７名)の過半数

を大きくクリア、総会は有効に成立しました(午前１０時２０分現在)。 

南理事長の開会あいさつに続いて議長の選出に入り、３６棟の神田隆生氏が昨年に

引き続きこの日の議長に推挙されて、議事に入りました。 

 議案の趣旨説明は南理事長から行われ、質疑応答では、｢集会所工事費｣の予算と実

績に関する説明や、修繕費積立金会計への繰入金ルール、駐車場料金収納業務の委託

問題などをめぐって活発な議論を展開。採決の結果は、７議案すべてが拍手多数で承

認され、正午すぎすべての議案審議を終了しました。皆さん、お疲れさまでした。 

議案審議の概要は以下の通りですが、議題やページ数の関係から、やむなくご発言

の一部、または全部を割愛させていただきました。悪しからずご了承ください。 

 

【第１号議案 平成２２年度業務報告】  

【第２号議案 平成２２年度業務会計決算報告及び監査報告】  

 〔業務報告〕 

１．集会所建て替え新築工事 

3 年越しの大事業となった｢集会所建て替え｣の新築工事は、4 月末ようやく完成、

竣工式を行い、設備・備品などの整備を経て、6 月から通常どおり一般利用となるこ

との報告と、今後は、集会所をフルに活用して、コミュニティーセンターとしての役

割をじゅうぶん果たせるよう、協力のお願いがありました。 

２．共用部分の改修工事と設備関係の更新、補修 

２２年度中に行われた共用部分の改修工事と設備関係の更新、補修について、 

(1)３５棟・４１棟の妻壁補修工事、(２)ＢＳアンテナ更新工事、(３)棟前道路の補修

工事、屋外階段手すり設置工事、(４)２５棟・２６棟・３９棟前の雨水排水管取り替え

工事などに分けて、それぞれ工事ごとに説明が行われました。 

２０１１．５．２９

 

特特集集：：｢｢第第３３６６回回通通常常総総会会｣｣
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３．来客用駐車場のカメラ設置 

 給水塔下来客用駐車場で、昨年カーナビをねらった車上荒らしが頻発、対策として

監視カメラを７基設置、その後被害はないとの報告がありました。 

４．清掃業務就業規程の制定 

 第二住宅内の清掃業務は、住民６名の手で行ってきましたが、契約書以外明文化し

たなんらの規定もなく、定年制もなかったので、今回定年を６５歳とするなどの｢就

業規程｣を整備、理事会で決議した経緯について説明がありました。 

５．｢一般業務報告｣ 

 例えば営繕関係では、建築関係、電気関係、汚水・雨水・給水配管とも、経年劣化に

伴う傷みが目立ち、その都度業者と連絡をとって、必要な補修・改修を行っているこ

と、駐車場関係では、以前に比べて最近は解約も増え、順番待ちが減ってきているが、

問題も多いなどの報告が行われました。 

〔業務会計決算報告及び監査報告〕 

１．｢組合費会計決算｣ 

 前期繰越金 ３，１００万円あまりあり、組合費収入が５，６４０万円、それらを合わせ 

 て収入合計は ９，０３３万２，６８８円。 共益費 例年とほぼ変わらないが、漏水調査、 

 排水管調査などがこの項目から出ており、予算オーバーとなっています。 管理委 

託費 管理事務費、収納事務費、保健衛生費などはほぼ変わらないが、排水管の改 

修工事、棟前道路の補修工事、監視カメラの設置などが、修理費名目で合わせて 

１， ３９７万５，１００円支出しています。植栽費はほぼ例年どおり。 組合運営費 会 

議費、広報費、リース料、事務消耗品費などを合わせた合計は、２４１万９，５８０円。

前期繰越金が３，１００万円ありましたので、修繕費積立金会計へは２，０００万円を繰

り入れました。こういう形で繰越金が出た場合は、例年、修繕費積立金会計へ繰り

入れています。 支出合計 ７，２１４万７，９２６円。 次期繰越金  １，８１８万４，７６２

円となります。  

２. ｢修繕費積立金会計決算｣ 

前期繰越金 ７億５，７１９万８７３円。 修繕費積立金 合計で７，７４６万円。組合費会

計から２，０００万円、駐車場料金会計から４，７００万円、合計６，７００万円が修繕費積

立金会計へ繰り入れされました。利息などを合わせ９億５４８万５，６７３円となります。 

集会所建て替え工事費 ２２年度予算で１億８，０００万を総会で承認いただきまし

たが、着工の遅れなどで２２年度中の支出は６，９７６万６２４円。建設費の一部や建物

の登記費用などの支払い分が残っており、総額は、１億５，０００万円あまりの支出に

なります。あとの議案で説明しますが、２３年度予算では８，５００万円を計上、正

味建設費用としてはまだ半分残っており、２２年度中はこれだけの支出になりまし

た。 修繕費 屋上全面防水工事を１１棟行いまして、３，５９１万円。妻壁改修工



 - 4 - 

事に６２８万円。 支出合計 １億２，１３７万９，１６４円。 

３. ｢駐車場料金会計決算｣ 

 前期繰越金 ３３３万８，４０７円。 駐車場収入 ４，５１８万円。 来客駐車場 ４９万 

９，９５０円で、約５０万円。延べ台数にすると９９９台利用していただいており、

よく使われています。 収入合計 全部合わせますと、４，９１９万円。 他会計繰

出金 ４，７００万円繰り出し。 支出合計 修繕費、増設などもあり、４，７７９万 

４，１４８円となります。 

４. ｢集会所使用料金会計決算｣ 

前期繰越金 １０１万９，０００円。 集会所利用料 長らく使ってなかったので金額は

少ないが、２０万７，０００円。 収入合計 １２２万７，１１７円。 次期繰越金 支出はな

く、収入全額繰り越しで、１２２万７，１１７円。 

≪質疑応答≫ 

Ｑ）最初の理事長報告３項の｢来客用駐車場のカメラ設置｣で、車上荒らしがあった 

のは私どもも聞いている。安全のため監視カメラを設

置したということで、結構だと思う。これに関連して、

おたずねしたいのは、かなりの費用を投入したと思う

が、会計関係の説明の欄に｢監視カメラ設置｣という項

目が見つからない。どの費用から支出されたのか説明

がほしい。 

Ａ）給水塔下のカメラの設置費用は、２１０万円。説明の欄にそこまで記載しなかっ 

た。お詫びする。｢組合費会計｣の管理委託費のなかの修理費ということになる。 

Ｑ）｢修繕費積立金会計決算｣のなかで、｢集会所建て替え工事費｣が予算１億８，０００ 

万に対して実績が約７，０００万と、大幅に１，１００万が２３年度の支払いに繰り越さ 

れるという説明だったが、工事の遅れかなにかによる変更なのか、実績よりも大 

きな額が支出されて、それに対する説明がなされていない。もう一つ、後ろの会 

計書のなかでも、予算と実績に大きなギャップがあるものに対して、説明のとこ 

ろでそれはされてないが、今後はぜひ書いてほしい。この場で質問する必要がな 

いようにお願いしたい。工事が遅れたのかどうか、大きな予算の変動の説明と、 

今後その説明を必ず書くという２点について意見を聞きたい。 

Ａ）集会所の建て替え工事費予算額は１億８，０００万。昨年の総会で承認され、３月 

 末までに工事が完了、支払いが終わるという見込みで計上した。しかし、工事が若 

 干ずれ込み、村本建設㈱と請負契約を締結、金額は、１億２，０７５万円。支払い方 

 法として、１０％、２０％、２０％、４０％、１０％の割合で、着工時から順次２２年度中の 

 ３月末までに支払う額が５０％、竣工検査後に４０％、さらに引き渡し後最後の 

  １０％を支払うという契約。竣工検査後の引き渡しが４月にずれ込み、２３年度に
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支払い時期がずれ込んだので、２３年度予算で残りの５０％、金額にして６，０００

万あまりを支出することになり、２２年度中の支払額が結局６，９７６万６２４円になっ

た。残りは、２３年度予算のなかで一応８，５００万円を計上しているということで、

説明が足りなかった。申しわけない。説明書きについは、次回から指摘の点をじゅ

うぶん念頭に置いて記載していきたいと思う。 

◎ 第１号議案 拍手多数で承認。  

◎ 第２号議案 拍手多数で承認。 

 

【第３号議案 平成２３年度業務計画(案)】  

【第４号議案 平成２３年度業務会計予算(案)】  

〔業務計画(案)〕 

１．｢長期修繕計画の策定｣  

修繕計画案の策定については、２２年度中は、昭和６１年と平成８年の過去２回、

今回もお願いすることになりますＮＰＯ法人｢集合住宅維持管理機構｣にお願いして、

作成をしていただきました。引き続き２３年度も、この機構に委託することにしてお

りますが、その集合住宅維持管理機構というのは、この集会所の建設でも、設計、施

工監理をすべてお願いしてきたところです。 

 去年１年間は、この機構の専門委員、一級建築士、あるいは設備の専門家とともに、 

委員会で設備関係を中心に集中的に議論をしていただきました。とくに浴室の防水問 

題とか排水関係について議論を進めてきたんですが、この機構にまとめをお願いして、 

｢修繕計画書｣を提出いただくという段取りになっていまして、６月にはほぼその案が 

まとめられるのではないかと思います。これを長期計画委員会で検討していただきま 

して、理事会がその答申を受けて長期修繕計画を策定していくというふうにしたいと 

思っています。 

長期修繕計画は、今後１０年、１５年先を見越した計画として、次はどういうもの

の修繕が必要なのか。いま一応念頭にありますのは、設備関係で屋内の排水管、これ

共用物ですが、これの取り替えの問題。それから、次の大規模修繕をいつごろ予定す

るのか。同時にそれらの修繕工事を進めていくために資金面ではどうなるのか、いま

の修繕積立金でじゅうぶんまかなえるのかどうかなど、課題はいくつもあります。 

今年度末で、積立金が約８億５，０００万残るわけですが、さらにこういう工事を進め

るためには、どれだけの資金を用意すればいいのかということも合わせて、長期修繕

計画のなかで検討をしていくということになっています。 

今年度で将来の修繕計画をきちっとする。これはマンションにとっては絶対に必要

なことですから、非常に重要な課題でもありますので、これを今年度一番めの事業に
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考えております。 

２．｢共用部分の整備と改修工事｣  

 昨年も、棟前道路の補修や屋外階段の手すり設置、排水管の補修工事などいろいろ

取り組んできましたが、理事会としては今後も、住環境の整備には積極的に取り組ん

でいく必要があると考えており、植栽も含めた環境整備に適切に対処していくとして

います。 

３．｢管理規約並びに組合費の徴収及び滞納督促に関する細則の改正｣  

 ｢管理組合規約｣には、現状に即さず若干変えなければならない部分があり、｢細則｣

についても整備のため改正する個所があって、今回規約改正に取り組みたいという提

案です。具体内容は｢第５号議案｣に盛られていますが、｢管理共有物の範囲｣(規約第

６条)、｢事務連絡費及び住民活動協力金｣(規約第１８条)、｢組合費の徴収及び滞納督

促に関する細則｣(第６条)が今回改正の柱となります。とくに、今回新設される規約

第１８条については、ある団地の｢合理性を欠くとはいえない｣とする最高裁の判例を

受けて、平成１１年度の総会で決議された外部所有者の納入義務に関して、今回これ

を明文化しようとするもので、ここに至った経緯についても詳しい説明がありまし 

た。なお、既刊｢規約・細則・要綱集｣は、今年度中の整備作成をめざすとしています。 

〔業務会計予算(案)〕 

１．｢組合費会計予算(案)〕 

前期繰越金 １，８１８万４，７６２円。  収入合計 ７，５９７万７６２円。  共益費 工事

関係を含む光熱費(電気料金)４８０万円。２２年度実績は、３１８万４，２５０円。あと

はほぼ例年どおりで、支出合計 ６１０万円。 管理委託費 管理事務費、収納事

務費などはほぼ決まった金額。保健衛生費、修理費、植栽費は、ほぼ例年どおりで

す。なお去年まで管理委託費のなかにあった調査費をはずして１００万円を計上し

ています。 組合運営費 例年どおりに近い金額で提案しています。合計 ３８９万 

７，０００円。 他会計繰り出し 修繕費会計へ１，０００万円繰り出し。 支出合計  

７，５９７万７６２円。 

２．｢修繕費積立金会計予算(案)｣ 

 前期繰越金 ７億８，４１０万６、５０９円。 修繕費積立金 毎年決まった金額で、 

 ７、７４６万円。 他会計繰入金 組合費、駐車場、集会所各会計から繰り入れる金 

 額 ５，６００万円。 補助金 集会所建設のために、箕面市から、制度に基づく助成 

 金１，０００万円の収入が決まっています。箕面市の２２年度予算で計上されていま

したが、竣工がずれ込み４月に入りましたので、２３年度予算での１，０００万円支

出ということで連絡をいただいているとのことで、入金は６月に入ってからの予定

です。自治会からも、先日の自治会総会で２，０００万円の支出が決定しており、合

わせて３，０００万円が補助金という形でいただくことになっているとのことです。 
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収入合計 ９億５，１４０万１，３０９円。 集会所建て替え工事費 集会所建設費に、

現在の見込み総額、約１億５，５００万円を要したところです。今年度予算は、 

８，５００万円。 修繕費 １００万円。あとは、だいたい議案書どおりとなります。 

支出合計 ９，４８７万１，０１４円。 次期繰越金 ２３年度末見込み、８億５，６５３万 

２９５円。 

３．｢駐車場料金会計予算(案)｣ 

前期繰越金 １３９万６，１５９円。 駐車場収入 ４、５４８万円。 来客駐車場 見込

み額 ５０万円。 収入合計 ４，７５３万６，１５９円を見込んでいます。 支出合計 

合計 ４，７５３万６，１５９円。４，５００万円を｢修繕費積立金会計｣へ繰り入れします。あ

と、修繕費、予備費がちょっと。 

４．｢集会所使用料金会計予算(案)｣ 

 前期繰越金 １２２万７，１１７円。 集会所利用料 約５０万円、一応見込んでいます。 

 収入合計 １７２万７，１１７円。 支出合計 集会所管理費、什器備品費１００万円。他 

 会計へ繰り出しますので、合わせて １７２万７，１１７円。 

≪質疑応答≫ 

Ｑ）会計報告のなかで、実績と予算で大幅に違っている項目が３項目見られ、その

説明書きがない。具体的にいうと、まず２３ページ｢組

合費会計予算｣の他会計繰り出しで、２２年度実績が 

２，０００万、今年度予算が１，０００万。このギャップがな

にによるのか、どういう事情なのか、なぜこのギャッ

プが出たかの説明がない。同じく２４ページの｢修繕費

積立金会計｣の他会計繰入金、これが１,１００万ギャッ 

プが出ている。修繕費が、２２年度が大きく２３年度が小さい。逆にいうと、 

１００万級は通常年度の金額であるのか、１００万という理由が平常年度の数字

であるということがここに書かれていれば、読むだけで理解できる。そういう会

計報告書の説明欄の使い方を、ぜひもう少し細やかに説明を願いたい。 

Ａ) まず、｢組合費会計｣の他会計への繰り出しが２２年度２，０００万、２３年度予算で 

は１,０００万になっていることについては、｢組合費会計｣で年間支出するのは、 

通常そんなに大きな違いは出てこないが、じつは２２年度の収入のなかで、たまた 

ま繰越金が３，８００万円と多かったので、そういう大きな金額をそのまま残すので 

はなく、｢修繕費積立金会計｣のほうへ極力移すべきだということで、そうした。 

｢修繕費積立金会計｣への繰入金については、繰越金が２２年度には２，０００万円、 

２３年度は８００万円と少なかったから、１，０００万円に止めたということで、 

１， ０００万円の差があった。 

もともとの繰越金が多かったときには２，０００万、今度は少なかったので１，０００
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万円にしたということである。他会計からの繰入金がやっぱり１，１００万円差があ

るが、その１，０００万円の差がそのまま出てきたかの形になっている。｢駐車場｣、｢集

会所｣はそんなに金額は変わっていないので、こういう結果になったということで、

ぜひご理解をいただきたい。 

Ｑ）｢組合費会計｣から｢修繕費積立金会計｣に振り出すのが、ある年は２，０００万とか、 

ある年は１，０００万とかいう話は、例えば、組合費会計の、余った分があれば、そ 

の何１０％を繰り入れるとか、そういうルールはないのか。 

Ａ) とくにルールといったようなものはない。もともと以前は、３，０００万、４，０００万 

という繰越金があり、総会で｢そんなに多く繰り越すのなら、組合費をもっと下げ 

ればどうか｣という批判まで出たぐらいだ。したがって、繰越金が出た場合はその 

まま収入に上げずに、積立金会計へ極力移していくのが妥当ではないかと考えてい 

る。なお、規約上は、｢駐車場料金会計｣と｢集会所使用料金会計｣の収入は、｢積立 

金会計｣へ繰り入れると明記されており、これはルールとして決まっている。 

Ｑ）多分、長期修繕でどれだけコストかかるかというのが、これから先大きな問題

になると思う。だから、できるだけそっちのほうにたくさん入れ込んでもらって、

実際修繕するときに、そのときの一時的な負担額とい

うのがなるべく少なくなるような形がいいと思う。 

 長期修繕計画をどうこうという話があったけれど 

も、どれぐらいのスパンのことを考えてやっているの

かよく分からなかったが、例えば、この団地であと 

５０年住むのか１００年住むのかという、そのへんの

ところまで考えていったら、そのときの一時負担を少なくするためには、修繕積

み立てのほうになるべく入れ込んでおいたほうがありがたい。 

駐車場料金からの繰出し金とかなんか、ほとんど修繕費積立金に入っている。

そういうことだから、なんかルールがあるのかなと思ったわけだ。  

Ａ）修繕費積立金が今年度に７，７４０万円、駐車場会計から４，５００万円、合計約１億 

２，０００万。これは毎年積立金会計のほうへずっと積み立てられてきた金額である。 

これまで、大きな修繕工事も何回かやっているが、一時金でいくらか負担を求める 

ことは一回もやっていない。ずっと積立金会計のなかで全部まかなってきている 

し、将来、積立金会計はいまの金額でいいのかどうか、長期修繕計画のなかで、そ 

ういう資金計画についても、合わせてこれからまた委員会で検討していこうという 

ことで、いまの見込みとしては、一時金でまかなうようになるとか、たちまちその 

積立金を増やすとか、そういう話はいっさい出ていない。 

◎ 第３号議案 拍手多数で承認。  

◎ 第４号議案 拍手多数で承認。 
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【第５号議案 管理組合規約並びに細則の改正について】  

１．管理組合規約の一部改正(案) (規約４３条一項・二項適用) 

〔管理共有物の範囲〕 

現行の規約第６条｢管理共有物の範囲｣では、｢共同水栓，消火栓、受水槽、給水塔

槽、ポンプ室及びこれらに付属する機械設備｣(四号)となっています。市水道への直

結化工事は平成２０年に終了、給水塔が要らなくなりましたが、｢受水槽、給水塔槽、

ポンプ室及びこれらに付属する機械設備｣は全部撤去され、建物だけがそのまま残っ

ていますので、管理共有物の範囲としては、｢共同水栓｣および｢消火栓｣というふうに

改正することにしました。 

｢本管から受水槽までの給水管及び受水槽から各戸メーターまでの配管など｣ 

(五号)も同様、｢市水道本管から各戸メーターまでの配管｣ということになります。 

 第６条七号の｢塵芥集積所｣もいまはもうなくなっていますので、これも削除。｢給 

水塔の建物及びポンプ室｣はそのまま残りましたので、これも｢管理共有物｣となり、 

これも｢機能停止した給水塔及びポンプ室、その他の屋外構築物｣と改正いたします。 

次に、｢集合テレビアンテナ｣(九号)。第二住宅の規約が制定された当時は、４０棟 

各棟の屋上に集合テレビアンテナがずっとありました。その後、ＵＨＦの電波をな

んとか見られるようにしてほしいという要望がたくさん出まして、給水塔の上に共

同アンテナを立てて各棟へケーブルを引き、ＵＨＦも見られるようになりましたが、

規約上は、その後も｢集合テレビアンテナ｣は残っていたわけです。 

ＢＳアンテナは、管理組合の共有物として平成７年に設置。平成１２年には、 

Ｊ：ＣＯＭと契約してケーブルテレビに変わりました。各棟の屋上までＪ：ＣＯＭの 

ケーブルが来ており、その上に保安器というのがありまして、そこから先、住戸内は

｢管理共有物｣ということになっていますので、｢ＢＳアンテナ及び保安器以降宅内の

テレビ端子までの共聴施設｣と、現状に即して改正することにしました。 

 〔事務連絡費及び住民活動協力費〕 

規約第１８条に｢事務連絡費及び住民活動協力費｣という項目を新設しましたので、

それ以降、一条ずつ順次繰り下げていくということになります。 

 〔組合費等の納入〕 

 それから、規約第５５条｢組合費等の納入｣。条文に｢組合費の納入方法については、

…｣とありますが、これを｢組合費等…｣に言い替えることで、｢組合費｣と｢修繕費積立

金｣、それから｢事務連絡費…｣の、これらを全部含めてということに改正をしたわけ

です。なお、１８条以下は順次繰り下げさしていただいています。 

２．組合費の徴収及び滞納督促に関する細則の一部改正(規約４３条一項・二項適用) 

この細則は、平成１５年に制定されました。条文では｢滞納督促に関し総会の承認
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を得て、…｣となっていますが、規約では｢理事会の決議を得て、訴訟その他の法的措

置を遂行することができる｣という規程が以前からありまして、細則を規約に合わせ

て整合性を図るということで、改正をすることにいたしました。 

≪質疑応答≫ 

Ｑ）個人的に非常に気になっているのが、規約第６条の｢集合テレビアンテナ｣。給 

水塔の上のアンテナは用をなしてないから、｢共有物の範

囲｣からはずれており、管理もなにもする必要はないとい

うことは分かるんだが、給水塔が実際に使われてなくて

登ることがないとすれば、いつまでも残っているのは、

そのうちに錆びてくるんじゃないかという気がしてしょ 

うがない。必要がないからといって管理の範囲からはず 

ということには、ちょっと気がかりがあるので、そのへんの事情を答弁願いたい。 

Ａ）給水塔の上のアンテナを、いつまでも放置しておいて大丈夫かという懸念をされ 

 るのはよく理解できる。これをどうするのかということは、まだ具体的に相談した 

ことはないが、しかし、いつまでもこれを放っておくわけにもいかないので、専門 

の業者にも一度よく話を聞いたうえで、ぜひなんとかしたい。まあやっぱり心配さ 

れる方はあると思う。あのアンテナについては、撤去をお約束したい。 

◎ 第５号議案 拍手多数(3/4 以上)で承認。 

 

【第６号議案 駐車場料金収納業務導入について】  

管理組合が管理する駐車場の料金は、月額５，０００円ですが、この料金の収納につ 

いては、近畿大阪銀行に口座を設けていただいて、そこから毎月引き落として管理組

合に支払っていただくという方法で、料金を納めていただいていましたが、昨年、近

畿大阪銀行から申し出がありまして、来年からは振替業務を有償にしてほしいという

申し入れをしてきました。料金は、１件あたり月額２００円ということで、いま組合

の駐車場は７５８台枠があるわけですが、年間にしますと２００万近い金額になるわ

けです。銀行側の説明を聞き、話し合いましたが、この振替業務のための料金は、ど

うしても払わざるを得ないということになってきたんです。 

いま組合費、それから修繕費積立金については、ＪＳ(日本総合住生活㈱)のほうに

全部収納業務を委託しております。組合費などの収納業務を委託しているんですが、

駐車場料金についても同じようにやれないかどうかということで、ＪＳのほうから 

も、うちでやらしてほしいという話もありましてね。その１台あたりの金額は９０円、

これに消費税がかかりこういう金額になるわけですけども、そのほうが経費を軽減で

きます。今度から銀行のほうへ２００円で払いますと、２００万近い金額になります
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のを、ＪＳのほうは１００万までで済むわけですから、ＪＳのほうへ委託しようかと

いうことになったわけです。 

きょうここで承認をいただいたら、この１０月からの駐車場料金は、ＪＳのほうへ

委託するという契約の変更もしなければなりませんが、皆さんにもいろいろ手続きを

お願いすることになります。そういうふうに変更したいということで、ご提案さして

いただきます。よろしくお願いしたいと思います。 

≪質疑応答≫ 

Ｑ）いまわれわれ個人が口座をつくって、駐車料金５，０００円を近畿大阪銀行で自動 

的に振替の手続きをしている。銀行がそれをやらなくな 

ると、こんどはＪＳに委託をするという。われわれ個人 

がＪＳに駐車料金用の５，０００円の口座をつくらないとい 

けない。そうすると、近畿大阪銀行からＪＳのほうに振 

り込まないといけないのだが、そのへんはどうなるのか。 

Ａ）組合費は、ＪＳのほうへいったん全部入って、管理組 

合のほうへ振り替えてもらうことになっている。駐車場料金が組合費と同じ口座で 

あれば、そのままでいいわけだ。組合費の払い込みは別の金融機関から直接ＪＳへ 

払い込まれる。そして駐車場料金だけ近畿大阪銀行の口座から落ちる。こういう方 

は今度、ＪＳのほうへ替えてもらわなければならない。そういう手続きが必要にな 

るということだ。 

Ｑ）細かい点はよく分からないが、わたしの場合、近畿大阪銀行で、団地に関わる

すべての費用を引き落としている。管理組合費もなんの手続きもせずに自動的に

引き落とされているが、なぜ駐車料金だけ個人に手続きが要求されるのか…。 

Ａ）現在、管理費などを近畿大阪銀行から引き落としている人は、駐車場料金を同じ 

ような形で引き落とす場合、届け出をしなければならない。近畿大阪銀行からＪＳ 

に引き落とされるので、皆さん方の承認が必要かと思う。一方で、近畿大阪銀行か 

ら引き落としていない人は、従来は管理組合の駐車場料金は近畿大阪銀行と指定し 

ていたが、今回その指定がはずれる。だから、自分の口座から支払うことも結構だ 

が、その場合はＪＳのほうへ届け出をして、ＪＳからその銀行に振り替えを依頼す 

るという手続きが必要になるので、若干の手続きが必要かと思う。 

     ◎ 第６号議案 拍手多数で承認。 

 

【第７号議案 平成２３年度役員選出】  

議案書(２８ページ)の｢平成２３年度役員候補｣名簿により、南理事長から新役員を

提案、拍手多数で承認されました。        ◎ 第７号議案 拍手多数で承認。  
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編集後記 

 
 私事で恐縮ですが、４年にわたる｢管理組合ニュース｣の編集に今号でピリオドを打

つことになりました。短くもあり長くもあった広報紙の編集作業は、老いたる身には

生き甲斐でもあり健康の秘訣でもあったと、勝手に自分自身を評価しています。です

が、同じことばかりを続けていると、大概マンネリ化していまさら新しい知恵も湧い

てきません。ご退屈で飽きられてしまう前に、そろそろ“選手交代”というのも、大

切なことではないでしょうか。いまが潮時、｢老兵は消え去るのみ｣と判断いたしまし

た。皆さま、なにかとお世話になりました。長らくのご愛読を心から感謝いたします。 

 


